
                                

 

撮影利用規約 

 

ヨドコウ迎賓館は国の重要文化財に指定されています。ご利用にあたっては貴重な文化財であることを十分ご認識いただき、

下記の注意事項を厳守いただきますようお願い申し上げます。 

 

＜撮影利用条件＞ 

◇日 時／原則として、雛人形展期間中（2 月中旬～4 月初旬）などイベント期間を除く、迎賓館休館日（火曜または 

金曜日）の 10:00～16:00 とさせていただきます。 

◇場 所／ヨドコウ迎賓館内および外部（一部撮影不可の場所があります） 

◇制 作 物／撮影された画像および映像データのご利用は、弊社にご提出いただいた企画内容のみとし、二次利用は 

断りいたします。別の目的でのご使用を希望される場合には、事前に弊社までご連絡ください。 

また、掲載紙・掲載誌・動画等の制作ができましたら、２部ご提供をお願いいたします。 

 

＜撮影手順：ご予約から当日まで＞ 

①申 込 み／お電話またはメールにて撮影の概要（企画書）および希望日程をご連絡ください。 

（内容によっては詳しい企画書のご提出をお願いする事があります。） 

②申 込 書／条件に問題が無ければ申込用紙をお送りいたしますので、ご記入の上ご返信ください。 

申込書を当社が受領した時点で予約完了となります。 

③当 日／ご来館の際に撮影許可証をお渡しいたします。 

撮影終了後に使用時間（入館～退館時間）の確認をさせていただきます。 

④支 払 い／ご利用日の月末に請求書を発行し郵送いたしますので、翌月末までにお支払いください。 

なお、振込手数料のご負担をお願いいたします。 

 

＜注意事項＞ 

◇撮影時間／撮影スタッフの入館から退館時間までを撮影時間とします。また、撮影時間は厳守願います。 

◇火気厳禁／国の重要文化財に指定されているため、敷地内への火気の持込・利用、喫煙は禁止です。 

◇飲食禁止／館内での飲食は原則禁止です。但し、熱中症予防等のための水分補給については、事前にご申告いただい 

た場合に限り、館長が指定する場所において可能です。 

◇養 生／文化財保護のため、機材の搬入・搬出・移動には十分ご注意の上、適切な養生措置をお取りください。 

また、建物・付帯設備への釘・画鋲・ピン・粘着性の強いテープ等のご利用は固くお断りいたします。 

尚、建物・備品を破損・損傷した場合は、実費を弁償していただきます。 

◇現状復帰／家具・備品等を移動する場合は、事前に館長の了承を得てください。また移動した場合は、必ず現状復帰を 

お願いいたします。 

◇土足禁止／館内は土足禁止のため、当館のスリッパに履き替えていただきます。 

また、屋外で使用した三脚・ライトスタンド等は脚カバーの装着をお願いいたします。 

◇電 源／館内のコンセントを使用する場合は事前に必ずご相談ください。消費電力の大きい電気製品のご利用はお断 

りいたします。必要に応じて発電機・電源車等をご用意ください。 

◇駐 車 場／当館の駐車場は無料でご利用いただけますが、事前にご利用の有無をご相談ください。 

◇事 故／当館及び駐車場のご利用に伴う人身事故および盗難・破損事故等に関し当館は一切の責任を負いません。 

◇警 備／当館が撮影にあたって警備員が必要と判断した場合は、利用者の負担で警備員を配置していただきます。 



                                

 

◇迷惑行為／近隣および他の利用者の迷惑になる行為やクレームがあった場合、速やかにその原因となる行為を中止して 

いただきます。 

◇利用中止／上記注意事項に反し、当方の改善要求にもかかわらずこれに従わない場合、また当館のイメージを著しく損な 

う恐れがあると判断した場合、公序良俗に反する行為、またその疑いがあると判断した場合は、利用の取り消し 

または中止をさせていただくことがあります。 

◇協 議／その他、記載のない事項に関しては当社担当者と協議・相談の上その指示に従ってください。 

◇クレジット／撮影協力のクレジット表記をお願いいたします。 

ヨドコウ迎賓館（旧山邑家住宅）  フランク・ロイド・ライト設計  国指定重要文化財 

 

＜無人航空機（ドローン）撮影について＞ 

ヨドコウ迎賓館上空での撮影にあたっては、国土交通省「無人航空機の一般的な飛行ルール」の遵守及び国土交通大臣 

の許可・承認を受けていることが大前提となります。 

【当館への提出書類】 

① 許可・承認の申請書の写し 

② 賠償責任保険の保険証書等の写し（ご加入の場合） 

③ 飛行計画がわかる図面等 
 

【兵庫県芦屋警察署に報告】※許可不要の無人航空機も報告願います。 

① 無人航空機 撮影日時の報告 

② 許可証取得済みの報告 

③ 責任者の氏名・連絡先（お電話番号）の報告 
 

連絡先：兵庫県芦屋警察署生活安全課 TEL：0797-23-0110 

 

以上について、当館で確認できない、又は安全な撮影が続けられないと判断した場合、撮影の中止を求めますので、 

予めご了承ください。 

 

 ＜撮影料金＞ 

 開館時間（10:00～16:00） 早朝（7:00～10:00）／夜間（16:00～20:00） 

最初の 1 時間 以降 30 分毎 最初の 1 時間 以降 30 分毎 

写真 20,000 円 10,000 円 24,000 円 12,000 円 

映像 60,000 円 30,000 円 72,000 円 36,000 円 

・1 時間を超える場合の撮影料金は、最初の 1 時間の料金にそれ以降 30 分単位で加算される金額となります。 

・別途、消費税を頂戴いたします。 

 

＜キャンセル料金＞ 

当日 100％ 

1 週間前 50％ 

2 週間前 30％ 
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